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部
科
学
省
、
経
済
産
業
省
な
ど
個
々
の
事
務
連
絡
等
を 

総
合
的
に
把
握
し
た
上
で
、
市
対
策
本
部
会
議
で
情
報

を
共
有
し
、
対
策
を
講
じ
て
い
る
。 

特
措
法
の
関
係
で
は
、
新
た
な
情
報
を
迅
速
に
キ
ャ

ッ
チ
し
、
適
時
的
確
な
対
策
を
講
じ
て
い
く
。 

  

法
的
・科
学
的
根
拠
を
明
ら
か
に 

市
民
の
理
解
を 

 
 

 

内
山 

市
独
自
に
立
ち
上
げ
た
専
門
家
会
議
（
＊)

の
役

割
は
。 

副
市
長 

感
染
症
対
応
病
院
で
あ
る
武
蔵
野
赤
十
字
病

院
、
感
染
症
科
を
持
つ
杏
林
大
学
病
院
等
の
英
知
を
集

め
た
専
門
家
会
議
で
、
市
独
自
の
専
門
家
の
意
見
を
聴

き
な
が
ら
対
策
を
講
じ
て
い
く
。 

内
山 

今
後
も
、
市
行
動
計
画
の
と
お
り
、
基
本
的
人
権

を
尊
重
し
つ
つ
、
市
民
へ
の
説
明
と
理
解
を
求
め
て
い

く
か
。 

副
市
長 

 

特
措
法
第
１
条
に
は
「
感
染
症
拡
大
を
可
能

な
限
り
抑
制
し
市
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
、

ま
た
、
市
民
生
活
及
び
経
済
活
動
に
及
ぼ
す
影
響
が
最

小
に
な
る
よ
う
に
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
法
に

定
め
ら
れ
た
基
本
的
な
考
え
方
を
踏
ま
え
、
対
応
を
検

討
し
て
い
く
。 

 

＊
専
門
家
会
議
の
構
成
… 

武
蔵
野
市
医
師
会
正
副
会
長
、 

杏
林
大
学
病
院
感
染
対
策
室
長
、
武
蔵
野
赤
十
字
病
院 

感
染
管
理
室
長
、
東
京
都
多
摩
府
中
保
健
所
長 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大
す
る
中
、
武

蔵
野
市
令
和
２
年
度
予
算
案
は
、
審
査
日
数
を
減
ら
す

な
ど
の
感
染
防
止
対
策
を
と
っ
て
質
疑
が
行
わ
れ
、
３

月
２６
日
の
市
議
会
本
会
議
で
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。
３
月
１６
日
の
予
算
特
別
委
員
会
に
お
け
る
総

括
質
疑
の
一
部
を
報
告
し
ま
す
。 

 

 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
改
正 

 
 

 

内
山 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法

(
以
下
、
特
措
法)

が
改
正
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
感
染
症
法

の
扱
い
だ
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
も
こ
の
対
象

と
な
っ
た(
３
月
14
日
施
行
）。
新
年
度
当
初
か
ら
大
変

な
問
題
で
あ
り
、
想
定
さ
れ
る
市
民
生
活
へ
の
影
響
、

財
政
出
動
等
は
。 

財
務
部
長 

現
状
で
は
、
消
毒
薬
購
入
約
250
万
円
は
予

算
の
流
用
等
で
対
応
。
開
所
時
間
を
延
ば
し
て
い
る
学

童
ク
ラ
ブ
の
約
1500
万
円
は
、
予
備
費
で
対
応
す
る
。 

副
市
長 

１
月
31
日
、
武
蔵
野
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
対
策
行
動
計
画
、
条
例
を
準
用
し
、
任
意
で
市
の

対
策
本
部
を
設
置
し
た
。
今
後
、
特
措
法
に
よ
る
政
府

の
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
時
点
で
、
市
の
対
策
本

部
は
特
措
法
に
基
づ
く
位
置
づ
け
に
変
わ
る
。 

現
在
、
市
は
感
染
症
法
に
基
づ
き
対
策
を
重
ね
て
い

る
が
、
個
別
ば
ら
ば
ら
に
情
報
が
来
て
い
る
状
態
で
、

３
月
10
日
政
府
の
緊
急
対
策
第
２
弾
で
は
、
部
署
ご
と

に
関
係
省
庁
か
ら
出
て
く
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
、
文 

感
染
症
の
拡
大
防
止
と
と
も
に 

市
民
生
活
を
継
続
す
る
た
め
に
大
き
な
政
治
判
断
を 
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